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テニスコート利用者様 

 

 

 

雨天明けコートコンディションの考え方について 

 

 日頃は、小牧勤労センターテニスコートをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

掲題の件、公共施設としての利用促進および平等化理念にもとづき、各種ルール整備に取組

んでおります。つきましては、下記の通り変更させていただきたく、ご理解ご協力のほど、

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

＜ 現行ルール ＞ 

コンディション判断を迅速かつ簡略化する為、砂入人工芝（オムニ）よりも水はけの悪いハ

ードコートを基準とし、利用開始時間 30 分前に「水たまり（水切りで解消可）」がある場

合、「コンディション△」：全コート（砂入人工芝・ハードコートとも）還付対象とする。 

 

 

＜ 問題点 ＞ 

利用者様からのお問合せに対し、「コンディション△」を伝えることにより、使用上問題の

ない砂入人工芝、ハードコートについても使用が控えられ、利用促進の妨げとなっている。 

⇒ 結果的に、利用者様の利用機会損失につながる。 

 

 

＜ 変更点 ＞ 

ハードコートの特性を踏まえ「水たまり」がある場合も、水切りを前提に「コンディション

〇」とする。また、特別に不具合のあるコートについては、コート毎に個別判断とする。 

 

■変更日：8月 1日（木）より 

※その他の判断基準はこれまで通りです。 

 

小牧勤労センター管理者 


